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総
務
文
教
常
任
委
員
会
は
、
３

月
７
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
８
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

平
成
28
年
度
小
郡
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
７
号
）
の
承
認
に
つ

い
て
（
議
案
第
13
号
）

　

文
化
財
活
用
事
業
費
に
お
け
る

町
家
活
用
事
業
は
６
千
万
円
の
増

額
で
す
。
こ
の
事
業
は
、
地
方
創

生
拠
点
整
備
交
付
金
を
活
用
し
た

も
の
で
、
か
つ
て
の
町
家
の
象
徴

的
存
在
と
し
て
市
指
定
有
形
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
平
田
家
住

宅
の
座
敷
の
改
築
・
模
様
替
え
を

実
施
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
板
壁

や
白
壁
の
瓦
塀
を
建
設
当
初
の
姿

に
戻
し
、
町
家
地
区
を
訪
れ
る
人

達
に
地
域
の
歴
史
と
文
化
を
学
ぶ

場
と
し
て
提
供
し
、
町
の
賑
わ
い

を
取
り
戻
す
と
い
う
目
的
の
事
業

で
す
。

問
：
町
家
活
用
事
業
で
は
平
田
家

住
宅
の
用
地
買
収
費
が
上
が
っ
て

い
ま
す
が
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
部
分

が
買
収
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す

か
。

答
：
平
田
家
住
宅
の
面
積
が
概
ね

６
０
０
坪
あ
り
、
全
体
の
４
分
の

１
と
な
る
、
お
よ
そ
１
５
０
坪
を

対
象
と
し
て
い
ま
す
。

　

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
は
、
３

月
８
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
６
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
７
号
）

　

認
知
症
施
策
の
実
施
時
期
を
平

成
30
年
４
月
１
日
か
ら
開
始
す
る

こ
と
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の

事
業
の
一
部
に
つ
い
て
、
平
成
29

年
４
月
１
日
か
ら
開
始
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
の
で
、
該
当
す
る
附

則
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。
認
知

症
地
域
支
援
推
進
員
の
配
置
と
認

知
症
ケ
ア
パ
ス
と
い
う
認
知
症
の

進
行
に
合
わ
せ
て
受
け
ら
れ
る
サ

ー
ビ
ス
に
つ
い
て
記
載
し
た
ガ
イ

ド
ブ
ッ
ク
の
印
刷
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

問
：
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
具
体
的
な

内
容
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

答
：
認
知
症
の
症
状
を
段
階
で
分

け
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
受
け
ら
れ

る
サ
ー
ビ
ス
等
を
記
載
し
た
冊
子

で
、
４
５
０
０
冊
を
印
刷
す
る
予

総
務
文
教
常
任
委
員
会
報
告

保
健
福
祉
常
任
委
員
会
報
告

常 任 委 員 会 審 査 報 告

健
康
づ
く
り
に
つ
い
て

　

市
民
の
健
康
づ
く
り
と
医
療
費
抑

制
に
つ
い
て
、
平
成
27
年
３
月
議
会

答
弁
後
、
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が

な
さ
れ
た
の
か
お
尋
ね
し
ま
す
。

市
長

−

小
郡
市
の
健
康
づ
く
り
は
、

小
郡
市
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
あ

す
て
ら
す
を
拠
点
に
展
開
し
て
い
ま

す
。
あ
す
て
ら
す
は
、
生
活
習
慣
病

や
少
子
・
高
齢
化
、
介
護
保
険
制
度

の
導
入
な
ど
の
社
会
背
景
か
ら
、
市

民
の
健
康
増
進
及
び
福
祉
向
上
に
関

す
る
総
合
的
な
施
策
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
市
民
の
自
主
的
な
健
康
、

安
心
、
生
き
が
い
づ
く
り
の
支
援
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
総
建
設
費

約
32
億
円
を
か
け
、
平
成
16
年
に
供

用
を
開
始
し
ま
し
た
。
健
康
づ
く
り

事
業
は
、
以
下
の
３
点
を
核
と
し
て

推
進
し
て
い
ま
す
。
１
点
目
は
、
若

い
世
代
か
ら
の
生
活
習
慣
病
の
発
症

予
防
と
重
症
化
予
防
で
、
乳
幼
児
健

康
診
査
、
母
子
保
健
事
業
や
が
ん
検

診
等
の
健
康
増
進
事
業
、
特
定
保
健

指
導
事
業
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平

成
29
年
度
の
特
定
健
康
診
査
か
ら
心

疾
患
や
脳
血
管
疾
患
の
発
症
予
防
と

早
期
発
見
の
た
め
に
心
電
図
検
査
を

対
象
者
全
員
に
広
げ
る
よ
う
計
画
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
２
点
目
は
、

生
涯
を
通
し
た
健
康
づ
く
り
で
、
小

郡
市
健
康
を
守
る
母
の
会
と
の
連
携

に
よ
り
、
食
生
活
改
善
事
業
に
取
り

組
み
、
健
診
時
な
ど
を
利
用
し
た
妊

娠
期
か
ら
乳
幼
児
期
へ
の
啓
発
、
生

活
習
慣
病
予
防
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し

た
健
康
ク
ッ
キ
ン
グ
や
特
定
保
健
指

導
会
場
で
の
啓
発
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
減
塩
を
テ
ー
マ
と
し
た
新
た

な
啓
発
活
動
を
今
年
度
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
て
い
ま
す
。
３
点
目
は
、
健
康

づ
く
り
実
践
の
た
め
の
環
境
整
備
で

す
。
健
康
運
動
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
す

る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
皆
さ
ん
に

最
も
身
近
な
自
治
公
民
館
を
利
用
し

た
自
主
的
な
健
康
体
操
教
室
の
開
催

に
つ
な
げ
て
お
り
、
現
在
は
19
箇
所

で
継
続
的
に
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
度
か
ら
新
た
な
取
り
組
み
と
し

て
地
域
健
康
促
進
事
業
、
通
称
小
郡

か
が
や
き
教
室
を
校
区
健
康
福
祉
部

会
と
の
協
働
に
よ
り
実
施
し
て
い
ま

す
。
今
後
も
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
し

て
、
広
く
健
康
に
対
す
る
意
識
付
け

を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
大
き
な
課
題

で
あ
り
、
目
標
で
す
。

成
富
一
典
議
員

（
清
和
会
）
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定
に
し
て
い
ま
す
。

　

都
市
経
済
常
任
委
員
会
は
、
３

月
９
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
を
受

け
た
執
行
部
提
出
議
案
８
件
（
分

割
付
託
１
件
を
含
む
）
の
審
査
を

行
い
ま
し
た
。
主
な
質
疑
は
次
の

と
お
り
で
す
。

小
郡
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
10
号
）

　

新
た
に
発
行
予
定
の
図
面
や
デ

ー
タ
に
関
し
て
、
手
数
料
を
徴
収

す
る
た
め
条
例
の
改
正
を
行
う
も

の
で
す
。
地
番
集
成
図
の
写
し
に

つ
い
て
は
、
字
図
と
同
様
に
１
枚

１
０
０
円
、
地
番
集
成
図
又
は
家

屋
現
況
図
の
電
子
デ
ー
タ
に
つ
い

て
は
、
１
式
４
万
４
千
円
と
定
め

る
も
の
で
、
情
報
公
開
条
例
に
基

づ
き
請
求
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、

手
数
料
条
例
に
定
め
る
こ
と
に
よ

り
、
直
ち
に
対
応
を
可
能
と
す
る

た
め
に
提
案
す
る
も
の
で
す
。

問
：
こ
れ
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
に
利
用
さ
れ
ま
す
か
。

答
：
土
地
の
つ
な
が
り
が
分
か
り
、

電
子
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
一
般

的
に
地
図
業
者
が
請
求
す
る
場
合

が
多
い
で
す
。

★
職
員
の
勤
務
時
間
、休
暇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
１
号
）

　

民
間
や
国
家
公
務
員
に
準
じ
、

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
等
が
一
部
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
改
正
を
行
う
も
の
で
、

介
護
休
暇
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

連
続
す
る
６
月
以
内
で
あ
っ
た
も

の
が
、
通
算
６
月
以
内
で
３
回
ま

で
分
割
取
得
が
可
能
と
な
り
、
介

護
時
間
に
つ
い
て
は
、
最
長
で
連

続
３
年
間
、
１
日
２
時
間
以
内
で

勤
務
し
な
い
こ
と
を
承
認
で
き
る

こ
と
が
新
し
く
定
め
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
育
児
を
行
う
職
員
の
深

夜
勤
務
や
時
間
外
勤
務
の
制
限
の

対
象
と
な
る
子
の
範
囲
に
つ
い
て
、

法
律
上
の
親
子
関
係
に
準
ず
る
関

係
に
あ
る
者
を
含
む
と
す
る
改
正

で
す
。

★
小
郡
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
２
号
）

　

議
案
第
１
号
と
同
様
に
、
地
方

公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

法
律
等
が
一
部
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
本
条
例
の
改
正
を
行
う

も
の
で
、
非
常
勤
職
員
が
育
児
休

業
を
取
得
す
る
場
合
の
要
件
の
見

直
し
と
、
育
児
休
業
等
の
対
象
と

な
る
子
と
し
て
法
律
上
の
親
子
関

係
に
準
ず
る
者
と
し
て
条
例
で
定

め
る
者
に
つ
い
て
「
実
親
の
同
意

が
得
ら
れ
な
い
た
め
養
子
縁
組
が

で
き
な
い
養
育
里
親
で
あ
る
職
員

に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
」
を
規

定
す
る
も
の
で
す
。

★
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
３
号
）

　

１
点
目
が
区
長
報
酬
の
年
額
に

つ
い
て
、
均
等
割
を
33
万
５
千
円
、

世
帯
割
を
１
２
０
０
円
、
田
畑
割

を
１
５
０
円
と
、
現
行
か
ら
約
１

割
減
と
す
る
も
の
で
す
。
２
点
目

が
消
費
生
活
専
門
員
及
び
手
話
通

訳
嘱
託
員
の
報
酬
月
額
に
つ
い
て
、

現
行
の
14
万
５
千
円
か
ら
16
万
円

へ
改
正
す
る
も
の
で
す
。
３
点
目

が
育
児
中
の
保
護
者
等
に
対
し
、

利
用
者
支
援
専
門
員
を
新
た
に
設

置
す
る
も
の
で
す
。
４
点
目
は
、

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
推
進
協

議
会
委
員
に
つ
い
て
、
新
た
に
協

議
会
を
設
置
す
る
も
の
で
、
構
成

委
員
に
対
し
、
日
額
４
７
０
０
円

を
定
め
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て（
議
案
第
４
号
）

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

に
伴
う
も
の
で
、
番
号
法
に
は
地

方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
独

自
利
用
で
き
る
定
め
が
あ
り
ま
す

が
、
番
号
法
の
改
正
に
よ
り
、
他

の
市
な
ど
と
情
報
の
や
り
取
り
が

で
き
る
と
い
う
定
め
が
追
加
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
法
改
正
に
対
応
す

る
た
め
に
必
要
な
条
例
の
規
定
を

整
備
す
る
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及

び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
５
号
）

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

等
に
対
応
す
る
た
め
に
、
関
係
条

文
の
文
言
の
整
理
を
行
う
も
の
、

ま
た
「
小
郡
市
乳
幼
児
・
子
ど
も

医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
」

を
「
小
郡
市
子
ど
も
医
療
費
の
支

給
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
も

の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
引
用
し
て

い
た
条
例
の
名
称
が
変
更
さ
れ
た

こ
と
に
伴
う
改
正
で
す
。

★
小
郡
市
公
民
館
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て（
議
案
第
６
号
）

　

大
原
校
区
公
民
館
の
供
用
開
始

に
伴
い
、
当
該
公
民
館
の
設
置
及

び
使
用
料
を
定
め
る
必
要
が
あ
る

た
め
、
小
郡
市
立
大
原
校
区
公

民
館
の
名
称
と
、
小
郡
市
大
保

１
４
６
５
番
地
１
と
い
う
住
所
を

第
２
条
第
２
項
の
表
に
追
加
し
、

第
６
条
に
規
定
す
る
使
用
料
に
つ

い
て
も
別
表
を
追
加
し
ま
す
。
使

用
料
の
金
額
は
、
部
屋
の
広
さ
に

応
じ
て
市
内
他
校
区
公
民
館
と
合

わ
せ
て
設
定
し
て
い
ま
す
。

★
小
郡
市
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ

ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
８
号
）

　

あ
す
て
ら
す
に
あ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
サ
ポ
ネ
ッ
ト
お
ご
お
り
の
事
務

所
の
地
下
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
汚

水
槽
に
異
常
が
出
て
、
施
設
管
理

面
で
問
題
が
あ
る
と
判
断
し
た
の

で
、
各
団
体
と
協
議
し
、
今
回
、

都
市
経
済
常
任
委
員
会
報
告

議
案
の
主
な
内
容



おごおり市議会だより

12

２
階
会
議
室
を
事
務
所
と
し
て
利

用
で
き
る
よ
う
条
例
改
正
す
る
も

の
で
す
。

★
小
郡
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
９
号
）

　

今
回
３
項
目
の
改
正
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
内
、
市
民
税
の

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
制
度
の

２
年
間
延
長
及
び
軽
自
動
車
税
グ

リ
ー
ン
化
特
例
の
１
年
延
長
で
、

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
が
延
期
さ

れ
た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
す
。

★
小
郡
市
奨
学
資
金
基
金
条
例
及

び
小
郡
市
奨
学
資
金
条
例
を
廃

止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
11
号
）

　

故
井
手
宗
夫
氏
よ
り
奨
学
金
給

付
を
目
的
と
し
て
平
成
13
年
か
ら

平
成
22
年
ま
で
の
10
年
間
に
頂
い

た
寄
付
に
よ
り
「
奨
学
資
金
基
金

条
例
」
と
奨
学
資
金
の
給
付
に
つ

い
て
規
定
す
る
「
奨
学
資
金
条

例
」
を
制
定
し
、
平
成
13
年
度
か

ら
奨
学
事
業
を
実
施
し
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
94
名
に
給
付
を
行

っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
年
度
を
も

っ
て
奨
学
資
金
基
金
の
残
高
が
無

く
な
る
た
め
、
両
条
例
を
廃
止
す

る
も
の
で
す
。　

★
小
郡
都
市
計
画
区
域
の
変
更
に

伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
議
案
第
12
号
）

　

現
在
、
久
留
米
都
市
計
画
区
域

と
小
郡
都
市
計
画
区
域
が
あ
り
、

線
引
き
都
市
計
画
区
域
と
し
て
同

じ
土
地
利
用
を
し
て
お
り
、
地
形

的
、
地
理
的
な
ま
と
ま
り
が
あ
り
、

周
辺
地
域
に
比
べ
て
人
口
の
集
積

が
高
く
、
公
共
交
通
で
の
つ
な
が

り
が
強
く
、
一
体
性
を
有
し
て
い

る
と
い
う
事
か
ら
、
今
回
、
都
市

計
画
の
統
合
を
お
こ
な
う
も
の
で
、

こ
れ
ま
で
の
「
小
郡
都
市
計
画
区

域
」
か
ら
「
久
留
米
小
郡
都
市
計

画
区
域
」
と
い
う
名
称
に
変
更
す

る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号
）の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
14
号
）

  

医
療
費
全
般
の
増
加
と
退
職
者

医
療
へ
の
振
替
額
の
増
加
が
見
込

ま
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
保
健
給
付

費
を
４
５
０
０
万
円
増
額
す
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
高
額
医
療
費
共

同
事
業
拠
出
金
に
つ
い
て
は
、
額

の
確
定
に
伴
い
、
１
３
３
１
万
８

千
円
を
増
額
し
、
保
険
財
政
共
同

安
定
化
事
業
拠
出
金
に
つ
い
て
は
、

額
の
確
定
に
伴
い
、
６
２
６
２
万

８
千
円
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算　

（
第
１
号
）の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
15
号
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
納

付
金
２
２
６
７
万
７
千
円
の
増
額

は
、
保
険
料
及
び
被
保
険
者
数
が

当
初
の
見
込
よ
り
も
多
く
な
り
、

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
へ
の
保
険
料
負
担
金
が
不
足
す

る
た
め
補
正
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計（
介
護
保
険
事

業
勘
定
）補
正
予
算（
第
４
号
）

の
承
認
に
つ
い
て（

議
案
第
16
号
）

　

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ

ス
事
業
の
高
齢
者
健
康
づ
く
り
委

託
料
73
万
８
千
円
を
減
額
す
る
も

の
で
す
。
こ
れ
は
、
物
忘
れ
・
ひ

き
こ
も
り
・
う
つ
改
善
等
の
委
託

料
に
係
る
分
で
、
対
象
者
が
少
な

か
っ
た
た
め
、
保
健
師
が
直
接
訪

問
す
る
こ
と
で
対
応
で
き
た
の
で
、

そ
の
分
の
委
託
料
を
減
額
す
る
も

の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
下
水
道
事

業
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
５

号
）の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
17
号
）

　

下
水
道
整
備
費
の
下
水
道
長
寿

命
化
基
本
計
画
策
定
業
務
委
託
料

が
入
札
に
よ
り
１
２
０
万
２
千
円

の
減
額
と
な
り
、
減
額
と
な
っ
た

委
託
料
を
雨
水
通
常
分
の
工
事
請

負
費
に
流
用
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
住
宅
新
築

資
金
等
貸
付
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算（
第
１
号
）の
承
認
に
つ

い
て（
議
案
第
18
号
）

　

債
務
者
１
名
の
死
亡
に
伴
い
、

債
権
管
理
が
相
続
人
３
名
に
な
っ

た
た
め
、
本
年
度
の
要
す
る
経
費

が
増
加
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ

に
合
わ
せ
て
、
福
岡
県
住
宅
新
築

資
金
等
償
還
推
進
助
成
事
業
費
補

助
金
が
増
額
の
対
象
と
な
る
た
め
、

補
正
す
る
も
の
で
す
。

★
平
成
28
年
度
小
郡
市
工
業
団
地

整
備
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）の
承
認
に
つ
い
て

（
議
案
第
19
号
）

　

工
業
団
地
整
備
事
業
費
の
委
託

料
及
び
工
事
請
負
費
に
つ
い
て
入

札
減
に
よ
り
３
千
万
円
を
減
額
す

る
も
の
で
す
。
な
お
、
委
託
料
に

つ
い
て
は
確
定
測
量
等
の
業
務
委

託
で
、
工
事
請
負
費
は
工
業
団
地

の
北
側
に
あ
る
久
留
米
･
筑
紫
野

線
に
つ
な
ぐ
メ
イ
ン
の
道
路
の
１

号
道
路
、
並
び
に
、
調
整
池
の
工

事
が
主
な
も
の
で
す
。

★
市
道
の
認
定
、廃
止
及
び
路
線

変
更
に
つ
い
て（
議
案
第
28
号
）

　

小
郡
･
西
福
童
３
５
７
９
号
線

の
新
認
定
を
は
じ
め
、
宝
満
川
改

修
事
業
に
伴
う
も
の
、
干
潟
工
業

団
地
開
発
に
よ
る
も
の
等
、
新
認

定
路
線
が
７
路
線
。
廃
止
路
線
が

２
路
線
。
路
線
の
変
更
が
３
路
線

で
す
。

［
教
育
委
員
会
委
員
］

小
郡
市
松
崎
８
９
４
番
地
３

柏
木
和
治　

［
公
平
委
員
会
委
員
］

小
郡
市
三
沢
４
２
４
８
番
地
６

右
田
喜
章　

久
留
米
市
大
善
寺
町

　
　
　
　
　

宮
本
95
番
地
13

吉
住
知
城　

久
留
米
市
西
町
１
４
６
６
番
地

角
倉　

潔　

［
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
］

小
郡
市
希
み
が
丘

　
　
　

一
丁
目
11
番
地
６

　
　
　
　
　
　
　
　

川
野
裕
佳
子

小
郡
市
上
西
鯵
坂
１
５
３
番
地
１

　
　
　
　
　
　
　
　

永
利
眞
由
美

人
事
案
件
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３月定例会議案審議結果一覧
議案番号 事　　　　件　　　　名 審議結果
第１号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第２号 小郡市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の
制定について 可　決

第４号 小郡市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第５号
小郡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

可　決

第６号 小郡市公民館設置条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第７号 小郡市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第８号 小郡市総合保健福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第９号 小郡市税条例の一部を改正する条例の制定について 可　決

第１０号 小郡市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 可　決
第１１号 小郡市奨学資金基金条例及び小郡市奨学資金条例を廃止する条例の制定について 可　決
第１２号 小郡都市計画区域の変更に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 可　決
第１３号 平成２８年度小郡市一般会計補正予算（第７号）の承認について 可　決
第１４号 平成２８年度小郡市国民健康保険事業特別会計補正予算（第６号）の承認について 可　決
第１５号 平成２８年度小郡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の承認について 可　決

第１６号 平成２８年度小郡市介護保険事業特別会計（介護保険事業勘定）補正予算（第４号）の承認
について 可　決

第１７号 平成２８年度小郡市下水道事業特別会計補正予算（第５号）の承認について 可　決
第１８号 平成２８年度小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）の承認について 可　決
第１９号 平成２８年度小郡市工業団地整備事業特別会計補正予算（第２号）の承認について 可　決
第２０号 平成２９年度小郡市一般会計予算の承認について 可　決
第２１号 平成２９年度小郡市国民健康保険事業特別会計予算の承認について 可　決
第２２号 平成２９年度小郡市後期高齢者医療特別会計予算の承認について 可　決
第２３号 平成２９年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護保険事業勘定）の承認について 可　決
第２４号 平成２９年度小郡市介護保険事業特別会計予算（介護サービス事業勘定）の承認について 可　決
第２５号 平成２９年度小郡市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算の承認について 可　決
第２６号 平成２９年度小郡市工業団地整備事業特別会計予算の承認について 可　決
第２７号 平成２９年度小郡市下水道事業会計予算の承認について 可　決
第２８号 市道の認定、廃止及び路線変更について 可　決
同意案第１号 教育委員会委員の選任について（柏木和治氏） 同　意
同意案第２号 公平委員会委員の選任について（右田喜章氏） 同　意
同意案第３号 公平委員会委員の選任について（吉住知城氏） 同　意
同意案第４号 公平委員会委員の選任について（角倉　潔氏） 同　意
諮問第１号 小郡市人権擁護委員候補者の推薦について（川野裕佳子氏） 同　意
諮問第２号 小郡市人権擁護委員候補者の推薦について（永利眞由美氏） 同　意

議員提出第１号 小郡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について 可　決

議員提出第２号 特別委員会の設置について（小郡市体育館建設基本計画に関する特別委員会） 可　決


	GikaiH2905_01
	 GikaiH2905All2
	GikaiH2905_13.pdf
	GikaiH2905_01
	 GikaiH2905All2


